
亜塩素酸水について

●亜塩素酸水の定義

• 食品添加物「亜塩素酸水」を転用するものであり、食品添加物公定書による亜塩素酸水の定義は以下の通
り。

  「本品は、塩化ナトリウム飽和溶液に塩酸を加え、酸性条件下で、無隔膜電解槽（隔膜で隔てられていない
  陽極及び陰極で構成されたものをいう。以下に同じ。）内で電解して得られる水溶液に、硫酸を加えて強酸

性とし、これによって生成する塩素酸に過酸化水素水を加えて反応させて得られる水溶液である。」

●亜塩素酸水の殺菌効果（in vitro試験）

• 亜塩素酸水は、黄色ブドウ球菌、大腸菌、セレウス菌、結核菌、カンジタ属真菌、A型インフルエンザウ
イルス、ヒトノロウイルスなどの各種細菌、真菌、ウイルスに対する殺菌・殺ウイルス効果が認められてお
り、食品添加物の殺菌料として使用されている。

• また、これを転用して第2類一般用医薬品、医薬部外品として製造販売承認を取得した製品もある。
• 亜塩素酸水の特性として、有機物による抗微生物作用の阻害を受けにくいとされている。

●亜塩素酸水の安全性

• 第2類一般用医薬品を用いた試験から、亜塩素酸水は人の皮膚や眼に対しても毒性や刺激性を示すことはな
いと考えられる。

• また、同様の試験で、環境への残留性がないことも確認されている。

• 亜塩素酸水は既に各種微生物に対して殺微生物効果が認められており、他分野での使用実績あり。
• 亜塩素酸水は有機物による抗微生物作用の阻害を受けにくい。
• 亜塩素酸水は人の皮膚や眼に対する影響が少ないと思われる上、消毒後に濯ぎを行うことを考慮すると人

に悪影響を与える可能性は低い。



指定洗濯物の消毒に係る検討

①布に付着した菌に対する亜塩素酸水の消毒効果確認試験

• 厚さと素材の異なる４種類の生地（シーツ or 毛布 × 綿 or ポリエステル）に付着させたE. coli、S. 
aureus、B. cereusの芽胞に対する亜塩素酸水の殺菌効果確認試験が実施された。

• その結果、亜塩素酸水の使用条件として「亜塩素酸水の遊離塩素濃度25ppm以上の水溶液中に20℃以上
で10分間以上浸すこと又は遊離塩素濃度50ppm以上の水溶液中に10℃以上で10分間以上浸すこと」が示さ
れた。

②亜塩素酸水の洗濯物の素材に対する影響の検討

• 亜塩素酸水の洗濯物の素材に対する影響を検討するため、以下の3点の確認試験が実施された。
（ア）漂白作用について
（イ）引張強度、引裂強度について
（ウ）臭いの付着について

• その結果、上記使用条件における布への悪影響については明らかに懸念されるレベルではないと示された。

③亜塩素酸水を使用する際の注意点

• 亜塩素酸水の分解生成物として考慮すべきは二酸化塩素ガスであるため、亜塩素酸水使用時の二酸化塩素
ガス濃度が測定された。

• その結果、上記条件で使用する場合においては、二酸化塩素ガスの発生は限定的であることが示された。
• ただし、強酸性物質との混合により二酸化塩素ガスが発生するため、他の塩素系消毒薬と同様、酸性物質

との混合は避ける必要がある。

指定洗濯物の消毒方法として、 「亜塩素酸水の遊離塩素濃度25ppm以上の水溶液中に20℃以上で10分間以
上浸すこと又は遊離塩素濃度50ppm以上の水溶液中に10℃以上で10分間以上浸すこと。」を通知に追加。



（参考）①布に付着した細菌に対する亜塩素酸水の殺菌効果_試験計画概要

●実験に用いる試験布

●実験に用いる薬剤

試験区  ：クロラスケア10（亜塩素酸水）
Control区：ハイター（次亜塩素酸ナトリウム）

●実験に用いる菌種

・Escherichia coli
・Staphylococcus aureus
・B. cereus（芽胞） それぞれ約106～107個/布となるように、試験布に付着させる。

●殺菌効果確認試験の条件

薬剤
遊離塩素濃度
（ppm）

浸漬温度（℃） 浸漬時間（min）

Control区 次亜塩素酸ナトリウム 250 30~34 10

試験区 亜塩素酸水 25 or 50 6~10 or 11~15 or 16~20 10

→ 次亜塩素酸ナトリウムと同程度の殺菌効果を示す亜塩素酸水の消毒条件を検討



（参考）①布に付着した細菌に対する亜塩素酸水の殺菌効果_結果１

●綿100％シーツ（厚さ0.2～0.3mm）

●ポリエステル100％シーツ（厚さ0.3～0.4mm）

E. coli S. aureus B. cereus 芽胞

E. coli S. aureus B. cereus 芽胞



（参考）①布に付着した細菌に対する亜塩素酸水の殺菌効果_結果２

●綿100％毛布（厚さ3～4mm）

●ポリエステル100％毛布（厚さ4～5mm）

E. coli S. aureus B. cereus 芽胞

E. coli S. aureus B. cereus 芽胞



（参考）②亜塩素酸水消毒による布地へのダメージ（漂白作用）_試験計画概要

●実験に用いる試験布

●実験に用いる薬剤

試験区  ：クロラスケア10（亜塩素酸水）
Control区：ハイター（次亜塩素酸ナトリウム）

●試験方法

JIS L 0856の8に準拠
※ JIS L 0856とは、塩素漂白に対する染色堅ろう度試験方法のこと

●漂白作用確認試験の条件

薬剤
遊離塩素濃度
（ppm）

浸漬温度（℃） 浸漬時間（min）

Control区 次亜塩素酸ナトリウム 250 10±4 or 30±4 10

試験区 亜塩素酸水 50 10±4 or 30±4 10



（参考）②亜塩素酸水消毒による布地へのダメージ（漂白作用）_結果



（参考）②亜塩素酸水消毒による布地へのダメージ（強度変化）_試験計画概要

●実験に用いる試験布

●実験に用いる薬剤

試験区  ：クロラスケア10（亜塩素酸水）
Control区：ハイター（次亜塩素酸ナトリウム）

●試験布の調整方法・試験方法

・試験布の調整方法：JIS L 0856の8に準拠 ※JIS L 0856とは、塩素漂白に対する染色堅ろう度試験方法。
・引張強度の試験方法：JIS L 1096 A法（ラベルストリップ法）
・引裂強度の試験方法：JIS L 1096 D法（ペンデュラム法）※JIS L 1096とは、織物及び編物の生地試験方法。

※試験布の調整は事業者が、測定は栃木県産業技術センターが実施

●強度変化確認試験の条件

薬剤
遊離塩素濃度
（ppm）

浸漬温度（℃） 浸漬時間（min）

Control区 次亜塩素酸ナトリウム 250 10～30 or 30～40 10

試験区 亜塩素酸水 50 10～30 or 30～40 10



（参考）②亜塩素酸水消毒による布地へのダメージ（強度変化）_結果

※測定は栃木県産業技術センター

※測定は栃木県産業技術センター



（参考）②亜塩素酸水消毒による布地へのダメージ（臭いの付着）_試験計画概要と結果

●実験に用いる試験布（強度変化と同様）

●実験に用いる薬剤（強度変化と同様）

試験区  ：クロラスケア10（亜塩素酸水）
Control区：ハイター（次亜塩素酸ナトリウム）

●試験布の調整・試験方法

強度変化確認試験時に、各消毒剤で処理した後の試験布と無処理の布の臭いを複数名で確認し、消毒処理
後の塩素臭の付着の有無を評価する。

●臭い付着の確認結果



（参考）③亜塩素酸水を使用する際の注意点

●実験作業中の二酸化塩素ガスの濃度
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